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【給与所得のみで確定申告していないかた】 

【給与所得のみで確定申告しているかた（年収 2000万円超、複数の給与所得）】 

【会社役員で確定申告していないかた】 

【会社役員で確定申告しているかた（給与所得のみで事業所得・不動産所得のないかた）】 

 

以下のうちいずれかの直近 1年分の原本をご用意ください。お送りいただいた書類は返却できません。 

・ 住民税課税決定通知書（特別徴収税額の通知書） 

・ 収入金額記載の住民税課税証明書 

 

＜入手先＞ 

住民税課税決定通知書（特別徴収税額の通知書）は、毎年６月にご勤務先を経由して交付されるのが一般的

です。 

 

＜入手先＞ 

課税証明書は、原則１月１日現在住民登録している市区町村の役所または出張所等で入手できます。市区町

村により名称が異なる場合があります。収入金額が記載されている証明書を取得してください。

 

住民税課税決定通知書、住民税課税証明書の見本 


